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配 分 金 の 支 払 日   
 

7 月度の配分金振込日は、 
8 月 30 日（金）です。 

 
7 月 の 実 績  

 

会 員 数 916 人 
 
【請 負】 

契 約 金 額 35,667,048 円 

【介 護】 

契 約 金 額 3,462,060円 

【派 遣】 

契 約 金 額 8,336,564円 
 

7 月 の 事 故 報 告 完 了 分 
 
【傷  害】 
① 男性 72 歳 入院 0日 通院 4 日 
自転車にて走行中、バランスを崩し

転倒。右肩打撲。 
 
【賠  償】 
事故なし 

お 知 ら せ 
 

【高齢者安全運転講習会について】 
秋の全国交通安全運動の一環として、

以下のとおり開催いたします。 
日時：令和 6 年 9月 26 日（木） 

正午から午後 2 時まで 
会場：阪奈自動車教習所 
内容：自転車安全運転に関する講習 
   自転車シミュレーション 
※希望者は事務局までご連絡ください。 
 
【内線電話設置について】 
 1 階エントランスに内線電話を設置
いたしました。内線電話にて担当職員
の呼び出しが可能です。 

 
 
 
 また、作業日報のご提出も 1階にて
可能です。 
  
【令和 6 年度会費について】 
今年度の会費をまだご納入されてい

ない方がおられます。 
恐れ入りますが、会員証をご持参の
うえ、事務局までお越しください。 
★ 会費：2,000 円      

 
【安全対策委員会より】 
～やめよう！いらち運転 

いらち運転は危険！～ 
「いらち運転」とは「ゆとり運転」

とは逆の自分本位で心にゆとりのない
運転です。 
 気持ちと時間に余裕を持った運転を
しましょう！ 
 歩道では「歩行者優先」を忘れずに
優しい運転をしましょう！ 
 
＜自転車安全利用五則＞ 
１．車道が原則、左側を通行 
  歩道は例外、歩行者を優先 
２．交差点では信号と一時停止を守っ 

て、安全確認 
３．夜間はライトを点灯 
４．飲酒運転は禁止 
５．ヘルメットを着用  

「大阪府警察チラシ」より抜粋 

 
【会報の発行について】 
夏号の会報｢シルバー人材センター

大東｣第 62 号ができあがりました。 
編集委員による手づくりの会報です。 
どうぞご覧ください。 
 

【会報編集委員の募集について】 
年2回（1月、8月）発行しておりま

す会報「シルバー人材センター大東」
の会報編集員を募集いたします。 
委員会は、年8回当センターにて約2

時間程度行っております。 
取材、写真撮影、パソコンによる編

集作業（ワード）に興味のある方は、
お気軽に事務局（担当：竹岡）までお
問い合わせください。 
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